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鳥取市条例第１７号 

   鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を、「に

おいて」の次に「これらの規定を」を加える。 

第９条第３項第７号中「第４項まで」の次に「又は第１０条の２」を加え、「婦人

保護施設（売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３６条に規定する婦人保護施

設」を「女性自立支援施設（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４

年法律第５２号）第１２条第１項に規定する女性自立支援施設」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


